
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
五
号

奈
良
県
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
七
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
務
・
旅
費
係
」
を
「
旅
費
係

」
に
改
め
、
同
表
地
域
振
興
部
の
部
市
町
村
振
興
課
の
項
中
「
奈
良
モ
デ
ル
推
進
係

市
町
村
地
方

創
生
推
進
係
」
を
「
奈
良
モ
デ
ル
推
進
係
」
に
改
め
、
同
部
地
域
政
策
課
の
項
中
「
水
循
環
推
進
係

県
域
水
道
推
進
係
」
を
「
水
循
環
・
県
域
水
道
推
進
係
」
に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
企
画

管
理
室
の
項
中
「
企
画
調
整
係

予
算
経
理
係
」
を
「
総
務
予
算
係
」
に
改
め
、
同
部
障
害
福
祉
課

の
項
中
「
療
育
係

自
立
支
援
係
」
を
「
障
害
理
解
促
進
係

自
立
支
援
・
療
育
係
」
に
改
め
、
同

表
医
療
政
策
部
の
部
企
画
管
理
室
の
項
中
「
企
画
調
整
係

予
算
経
理
係
」
を
「
総
務
予
算
係
」
に

改
め
、
同
表
く
ら
し
創
造
部
の
部
企
画
管
理
室
の
項
中
「
企
画
調
整
係

予
算
経
理
係
」
を
「
総
務

予
算
係
」
に
改
め
、
同
表
く
ら
し
創
造
部
景
観
・
環
境
局
の
部
景
観
・
自
然
環
境
課
の
項
中
「
景
観

保
全
審
査
係

砂
利
採
石
係
」
を
「
景
観
・
屋
外
広
告
係

植
栽
・
採
石
係
」
に
改
め
、
同
表
産
業

・
雇
用
振
興
部
の
部
企
画
管
理
室
の
項
中
「
企
画
調
整
係

予
算
経
理
係
」
を
「
総
務
予
算
係
」
に

改
め
、
同
表
農
林
部
の
部
農
業
水
産
振
興
課
の
項
中
「
鳥
獣
対
策
係

農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
開

設
準
備
係
」
を
「
鳥
獣
対
策
係
」
に
改
め
、
同
部
農
村
振
興
課
の
項
中
「
農
村
資
源
活
用
係

基
盤

整
備
・
換
地
係

水
利
防
災
検
査
係

再
編
対
策
・
国
営
事
業
係
」
を
「
農
地
環
境
整
備
係

水
利

防
災
対
策
係

国
営
事
業
・
技
術
検
査
係
」
に
改
め
、
同
部
奈
良
の
木
ブ
ラ
ン
ド
課
の
項
中
「
総
務

・
流
通
拡
大
係

木
材
利
用
促
進
係
」
を
「
木
材
利
用
促
進
係

木
材
流
通
拡
大
係
」
に
改
め
、
同

部
森
林
整
備
課
の
項
中
「
森
林
環
境
管
理
係
」
を
「
森
林
環
境
係
」
に
改
め
、
同
表
県
土
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
の
部
営
繕
課
の
項
中
「
設
備
係
」
を
「
設
備
第
一
係

設
備
第
二
係
」

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
課
」
の
下
に
「
及
び
室
」
を
加
え
、
同
条
中
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一
項

」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
課
」
の
下
に
「
及
び
室
」
を
加
え
、
同
条
の
表
行
政
経
営
課
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。



企
画
管

国
際
芸
術
家

事
業
推
進
係

造
成
建
設
係

理
室
（

村
整
備
推
進

地
域
振

室

興
部
に

限
る
。

）
第
五
条
の
表
中

「

移
住
・
交
流

移
住
・
交
流
推
進
係

を

推
進
室

」

「

奥
大
和
移
住

交
流
推
進
係

移
住
・
雇
用
創
造
係

・
交
流
推
進

に
改
め
、
同
表
南
部
東

室

」

部
振
興
課
の
項
中
「
地
域
支
援
係

動
物
愛
護
・
ふ
れ
あ
い
係

動
物
指
導
係
」
を
「
地
域
振
興
係

動
物
愛
護
管
理
係
」
に
改
め
、
同
表
病
院
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

林
業
振

新
た
な
森
林

企
画
係

興
課

管
理
体
制
準

備
室

第
五
条
の
表
備
考
１
中
「
地
域
振
興
部
南
部
東
部
振
興
課
移
住
・
交
流
推
進
室
」
を
「
地
域
振
興

部
南
部
東
部
振
興
課
奥
大
和
移
住
・
交
流
推
進
室
」
に
改
め
る
。

第
六
条
総
務
部
の
部
総
務
課
の
項
第
十
四
号
中
「
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
並
び
に
」

を
削
り
、
同
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

情
報
シ
ス
テ
ム
最
適
化
推
進
に
関
す
る
こ
と
。



五

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
地
域
振
興
部
の
部
企
画
管
理
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

企
画
管
理
室

国
際
芸
術
家
村
整
備
推
進
室

奈
良
県
国
際
芸
術
家
村
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
六
条
地
域
振
興
部
の
部
南
部
東
部
振
興
課
移
住
・
交
流
推
進
室
の
項
中
「
移
住
・
交
流
推
進
室

」
を
「
奥
大
和
移
住
・
交
流
推
進
室
」
に
改
め
、
同
部
地
域
政
策
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号

と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

県
内
水
道
事
業
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
地
域
振
興
部
の
部
文
化
資
源
活
用
課
の
項
第
一
号
中
「
文
化
資
源
」
を
「
歴
史
文
化
資
源

」
に
改
め
、
同
条
農
林
部
の
部
農
業
水
産
振
興
課
の
項
第
十
号
を
削
り
、
同
部
林
業
振
興
課
の
項
中

第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

林
業
振
興
課

新
た
な
森
林
管
理
体
制
準
備
室

新
た
な
森
林
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
の
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
営
繕
課
営
繕
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
の

項
第
二
号
中
「
工
事
管
理
」
を
「
工
事
監
理
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
奈
良
県
文
化
会
館
及
び
奈
良
県
橿
原
文
化
会
館
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

会
館
の
管
理
運
営
に

文
化
振
興
課

関
す
る
こ
と
。

奈
良
県
文

奈
良
市
登

二

県
民
の
文
化
振
興
事

化
会
館

大
路
町

業
に
関
す
る
こ
と
。

三

文
化
情
報
の
収
集
及

び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

一

会
館
の
管
理
運
営
に

奈
良
県
橿

橿
原
市
北

関
す
る
こ
と
。

原
文
化
会

八
木
町

二

県
民
の
文
化
振
興
事

館

業
に
関
す
る
こ
と
。

一

美
術
品
及
び
美
術
に



関
す
る
資
料
を
収
集
し
、

保
管
し
、
及
び
展
示
す

る
こ
と
。

二

美
術
に
関
す
る
展
覧

会
、
研
究
会
、
講
演
会

奈
良
県
立

奈
良
市
登

等
を
開
催
す
る
こ
と
。

美
術
館

大
路
町

三

美
術
に
関
す
る
調
査

研
究
を
行
い
、
及
び
資

料
を
刊
行
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
美
術
館
の
設

置
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
必
要
な
こ
と
。

別
表
第
一
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
か
ら
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
ま
で
の
項
中

「

一

民
俗
資
料
を
収
集
し
、

保
存
し
、
及
び
展
示
す

る
こ
と
。

二

民
俗
資
料
に
関
す
る

研
究
会
、
講
演
会
等
を

奈
良
県
立

開
催
す
る
こ
と
。

大
和
郡
山

民
俗
博
物

三

民
俗
資
料
に
関
す
る

市
矢
田
町

館

調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

四

大
和
民
俗
公
園
の
管

理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
民
俗
博
物
館

の
設
置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。

を

一

美
術
品
及
び
美
術
に



関
す
る
資
料
を
収
集
し
、

保
管
し
、
及
び
展
示
す

る
こ
と
。

二

美
術
に
関
す
る
展
覧

会
、
研
究
会
、
講
演
会

奈
良
県
立

奈
良
市
登

等
を
開
催
す
る
こ
と
。

美
術
館

大
路
町

三

美
術
に
関
す
る
調
査

研
究
を
行
い
、
及
び
資

料
を
刊
行
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
美
術
館
の
設

置
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
必
要
な
こ
と
。

」

「

一

民
俗
資
料
を
収
集
し
、

保
存
し
、
及
び
展
示
す

る
こ
と
。

二

民
俗
資
料
に
関
す
る

研
究
会
、
講
演
会
等
を

奈
良
県
立

開
催
す
る
こ
と
。

大
和
郡
山

民
俗
博
物

三

民
俗
資
料
に
関
す
る

に
改
め
、
同
表
な
ら
食

市
矢
田
町

館

調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

四

大
和
民
俗
公
園
の
管

理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
民
俗
博
物
館

の
設
置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。

」

と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
の
項
中
「
桜
井
市
高
家
」
を
「
桜
井
市
大
字
高
家
」
に
改
め
、
同
表

奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
中



「

三

そ
の
他
林
業
に
関
す

「

る
試
験
研
究
、
分
析
及

三

そ
の
他
林
業
に
関
す

び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

る
試
験
研
究
、
分
析
及

を

に
改
め
る
。

四

県
営
林
の
管
理
運
営

び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

及
び
施
業
提
案
に
関
す

」

る
こ
と
。

」

別
表
第
二
奈
良
県
文
化
会
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
務
課

一

美
術
館
に
お
け
る
人
事
、
予
算
、
決
算

そ
の
他
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

美
術
館
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

三

そ
の
他
学
芸
課
の
主
管
に
属
し
な
い
こ

奈
良
県
立

総
務
課

と
。

美
術
館

学
芸
課

学
芸
課

一

美
術
品
及
び
美
術
に
関
す
る
資
料
を
収

集
し
、
保
管
し
、
及
び
展
示
す
る
こ
と
。

二

美
術
に
関
す
る
展
覧
会
、
研
究
会
、
講

演
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
。

三

美
術
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
資

料
を
刊
行
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
奈
良
県
立
美
術
館
の
項
を
削
り
、
同
表
奈
良
県
郡
山
保
健
所
か
ら
奈
良
県
内
吉
野
保
健

所
ま
で
の
項
所
掌
事
務
の
欄
総
務
課
の
款
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を

第
七
号
と
し
、
同
欄
衛
生
課
の
款
第
三
号
中
「
上
下
水
道
」
を
「
上
水
道
」
に
改
め
、
同
款
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

六

薬
事
、
毒
物
及
び
劇
物
の
監
視
に
関
す
る
こ
と
。



別
表
第
二
奈
良
県
郡
山
保
健
所
か
ら
奈
良
県
内
吉
野
保
健
所
ま
で
の
項
所
掌
事
務
の
欄
健
康
増
進

課
の
款
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
奈
良
県
郡
山
保
健
所
か
ら
奈
良
県
内
吉
野
保
健
所
ま
で
の
項
所
掌
事
務
の
欄
地
域
生
活

課
の
款
第
三
号
中
「
上
下
水
道
」
を
「
上
水
道
」
に
改
め
、
同
款
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六

号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

薬
事
、
毒
物
及
び
劇
物
の
監
視
に
関
す
る
こ
と
。

「

「

木
材
利
用

木
材
利
用

課

別
表
第
二
奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
中

を

に
改

課

森
林
施
業

」

実
践
課

」

め
、
同
項
所
掌
事
務
の
欄
木
材
利
用
課
の
款
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

森
林
施
業
実
践
課

一

県
営
林
の
管
理
経
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

森
林
の
施
業
提
案
に
関
す
る
こ
と
。

（
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
橿
原
文
化
会
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

美
術
館

館
長
、
館
長
代
理
、
副
館
長
、
課
長

別
表
第
一
美
術
館
の
項
を
削
り
、
同
表
吉
野
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
所
長
」
の
下
に
「
、
次
長
」

を
加
え
、
同
表
な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
の
項
中
「
学
科
長
」
の
下
に
「
、
副
学
科
長

」
を
加
え
る
。

（
奈
良
県
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

奈
良
県
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
一
の
項
第
二
欄
第
一
号
中
「
及
び
橿
原
文
化
会
館
」
を
「
橿
原
文
化
会
館
及
び
美
術
館

」
に
改
め
、
「
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
所
長
」
の
下
に
「
及
び
副
所
長
」
を
加
え
、
「
、
美
術
館
」



を
削
り
、
同
欄
第
二
号
中
「
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
副
所
長
」
を
「
美
術
館
の
館
長
代
理
及
び
副
館

長
」
に
改
め
、
「
、
美
術
館
の
館
長
代
理
及
び
副
館
長
」
を
削
り
、
「
中
和
福
祉
事
務
所
」
を
「
福

祉
事
務
所
」
に
改
め
、
「
、
吉
野
福
祉
事
務
所
」
及
び
「
（
内
吉
野
保
健
所
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

「
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
の
所
長
」
の
下
に
「
及
び
次
長
」
を
加
え
、
「
、
平
城
京
歴
史
館
の
館
長
」

を
削
り
、
同
欄
第
三
号
中
「
文
化
会
館
の
課
長
補
佐
」
の
下
に
「
、
美
術
館
」
を
加
え
、
「
、
美
術

館
」
を
削
り
、
「
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
削
り
、
「
及
び
学
科
長
」
を
「
、
学
科
長
及
び
副

学
科
長
」
に
改
め
、
「
平
城
京
歴
史
館
及
び
」
を
削
り
、
同
表
四
の
項
第
二
欄
第
二
号
中
「
保
健
所

（
内
吉
野
保
健
所
に
限
る
。
）
の
次
長
、
」
を
削
り
、
同
表
七
の
項
第
二
欄
第
一
号
中
「
守
衛
長
」

の
下
に
「
、
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
指
導
技
能
員
及
び
指
導
保
安
員
」
を
加
え
、
同
欄
第
二
号

中
「
及
び
第
七
号
」
を
「
に
規
定
す
る
主
任
技
能
員
、
主
任
保
安
員
及
び
主
任
事
務
員
並
び
に
同
条

第
七
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
地
域
振
興
部
南
部
東
部
振
興

課
移
住
・
交
流
推
進
室
の
室
長
、
室
長
補
佐
若
し
く
は
係
長
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該
室
に
勤
務
を

命
ぜ
ら
れ
て
い
る
者
で
、
別
に
辞
令
の
発
せ
ら
れ
な
い
も
の
は
、
施
行
日
に
そ
れ
ぞ
れ
地
域
振
興
部

南
部
東
部
振
興
課
奥
大
和
移
住
・
交
流
推
進
室
の
室
長
、
室
長
補
佐
若
し
く
は
係
長
に
補
せ
ら
れ
、

又
は
当
該
室
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

３

自
動
車
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
五
月
奈
良
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
移
住
・
交
流
推
進
室
」
を
「
奥
大
和
移
住
・
交
流
推
進
室
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
国
際
芸
術
家
村
構
想
等
検
討
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）

４

奈
良
県
国
際
芸
術
家
村
構
想
等
検
討
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
七
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
百
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
地
域
振
興
部
企
画
管
理
室
」
を
「
地
域
振
興
部
企
画
管
理
室
国
際
芸
術
家
村
整
備
推

進
室
」
に
改
め
る
。
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